
情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求 

手続きのご案内 

 

情報流通プラットフォーム対処法（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律の一部を改正する法律）に基づく、発信者情報開示請求の裁判外手続きに

ついて下記のように定めましたのでご案内いたします。 

 

お手続き方法 

請求する書式に必要事項をご記入いただき、所定の書類と開示手数料を添付の上、下記送付先ま

でご送付ください。 

お手続きの詳細は、発信者情報開示関係ガイドラインにてご確認ください。 

 

・情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト 

 https://www.isplaw.jp/ 

 

必要書類 

１．発信者情報開示請求書 2 通 

・当社（プロバイダ用） 1 通 

・発信者への意見照会用 1 通 

２．名誉棄損やその他の権利侵害があったことを示す証拠資料 2 通 

・当社（プロバイダ用） 1 通 

・発信者への意見照会用 1 通 

※発信者情報開示請求書は、情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイトの最新版を使用し

てください。 

※発信者が特定できた場合、発信者へ請求の内容を伝え、情報開示に同意するかを確認する意見

照会を行います。その際に、請求書と証拠資料を発信者へ送付しますので、発信者への意見照会

用請求書と証拠資料は発信者に開示可能な内容でご提出ください。また、発信者への送付を行い

たくない資料がある場合には、その旨を請求書内にご記載ください。 

３．サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡（①アクセス日時分秒（日本時間）、②発信元 IP

アドレス、③発信元ポート番号、④接続先 IP アドレス、⑤接続先ポート番号） 

※調査には上記括弧内 5 つの情報が必要ですので、1 つでも記載のない請求は特定不可と回答さ

せていただきます。 

※P2P 等検出システムを利用した請求の場合は、検出システムの画面キャプチャ等システムから

の出力であることが分かる資料も上記とあわせて提出ください。 



４．本人確認書類 

個人：運転免許証、パスポートなどの写し 

法人：登記事項証明書（現在事項証明書、履歴事項証明書）など 

 

※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から３カ月以内の書類を 1 部ご提出く

ださい。※弁護士が代理人となり、当該代理人が、権利が侵害された方の本人性を確認している

ことを当社に対して表明する場合は、本人確認書類の提出は省略できます。 

５．委任状（代理人による請求の場合） 

代理人による請求の場合は、代理権を証する書面（委任状等） 

開示手数料 

1 件（ログ）につき、10,000 円（税込）の開示手数料を申し受けます。「普通為替」または「定額

小為替」を請求時に同封してください。 

※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。 

適用開始日 

2026 年 4 月 1 日弊社到着分より 

その他 

・設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。 

・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。 

 

送付先 

〒510-0093 

三重県四日市市本町 8 番 2 号 

株式会社シー・ティー・ワイ 

発信者情報開示請求担当宛 


